
2 2 2 3

事
例
３（
記
載
例
）

事
例
３（
記
載
例
）

その他住 民 税

令和

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得
金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第
二
表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新個人年金保険料

旧個人年金保険料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円源泉徴収税額の合計額

種 目

ひとり親
勤労学生

年調以外かつ
専修学校等

障害者
特別
障害者

特例適用
条 文 等

非上場株式の
少額配当等

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

特個国外障 特障

続柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大
昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・親族・事業専従者
のうち別居の者の氏名・住所

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

円

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容
円明･大

昭･平 ・ ・

年調

国外居住 住宅特親

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

円円

円円

明･大
昭･平 ・ ・

別居

特個障 特障 年調
万円

別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

同一

16

16

16

16

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

寄附先の
名 称 等

寄附金
円

国外

障 害 者

障 特障

続柄 生 年 月 日
明･大
昭･平

個 人 番 号

寡婦・ ・
円

税理士署名・電話番号

（ － － ）

調整

所 得 税 及 び
復興特別所得税年分の の 申告書

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類
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社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
料
控
除

地
震
保
険

本人に関
する事項
（⑰～⑳）

○ 雑損控除に関する事項(㉗)
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金などで
補塡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

○ 寄附金控除に関する事項(㉙)

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉔､35､40）

配偶者

○ 事業専従者に関する事項（58）
専従者給与(控除)額

○ 住民税・事業税に関する事項

住
民
税

事
業
税

円 円 円 円
特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（特例控除対象）
円 円 円 円

退職所得のある配偶者・親族の氏名 退職所得を除く所得金額 その他 寡婦・ひとり親

ひとり親

月
日開始・廃止前年中の

開（廃）業
番
号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

共同募金､日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

管
理

区
分

一連
番号

法 項 号

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄

申告
区分
特例適
用条文

申告等
年月日 年 月 日

条
の の

所得
種類
申告
期限 年 月 日

補
完

〇
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
令
和
八
年
分
か
ら
控
用
（
複
写
式
）
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

●
●

●

●
●

●

●

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

D市△○町9－8－7

○△市○○町3－5－7
株式会社 △△商事 ○○○－△△△－××××

給料・賞与 9

43昭和 11 3

065 400 7 115 400 1 844 296 639 800

高松  　三郎
タカマツ　　  サブロウ

令和7年分

1147 796 83 500 33 000

　　第一表の 収入金額等 と 所得金額等 の箇所を書きます。

○　作成に当たっては、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
の７ページから14ページも併せてご覧ください。

　次の事項を、【事例１】の
記載例の書き方（８ページ）
を参照して書いてください。
①　提出先、提出日、空白部
分（「確定」と書きます。）
②　住所（居所・事業所等を
含みます。）、マイナンバー
（個人番号）、生年月日、氏
名、職業、屋号・雅号、世
帯主の氏名、世帯主との
続柄、電話番号（市外局
番から書いてください。）
③　申告の種類（株式等の譲
渡所得等がある方は、「分
離」を「○」で囲みます。）

第三表㉚欄へ
（25ページ）

【上場株式等の配当等を受け
た場合の課税関係】
　上場株式等の配当等につ
いては、その支払の際に
20.315％（所得税及び復興特
別所得税15.315％、住民税５
％）の税率による源泉徴収
がされます。
　また、上場株式等の配当
等に係る配当所得について
申告する場合は、総合課税
と申告分離課税のいずれか
を選択することができます
（※）。この場合、申告する上
場株式等の配当等に係る配
当所得の全てについて、総
合課税と申告分離課税のい
ずれかを選択する必要があ
ります（45ページ参照）。
※　上場株式等の配当等に係る利
子所得は総合課税を選択する
ことはできません。

　⑬欄から㉕欄までの控除額の全てが年末調整を受けた金
額と同じ場合は、⑬欄から㉕欄までの記載を省略し、㉖欄に
「給与所得の源泉徴収票」の「所得控除の額の合計額」欄
の金額を転記することができます。
　この事例では、⑬欄、⑮欄、⑯欄、㉕欄の記載を省略してい
ます。

※　配当所得について申告分離課税を選択する場合には、
「申告書第三表」の㋢欄及び74欄に記載し、「申告書第
一表」の㋓欄及び⑤欄には記載しません。

　確定申告書の提出に当たり、源泉徴収票の添付は不
要です。
※　税務署等で確定申告書等を作成する場合には、源泉
徴収票が必要ですので、忘れずにお持ちください。

第三表⑫欄へ
（25ページ）

　　第二表を作成します。

○　作成に当たっては、【事例１】の９ページ、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確
定申告の手引き」の６ページ及び15ページも併せてご覧ください。

○　作成に当たっては、【事例１】の10ページをご覧ください。また、所得から差し引かれる金額 は、「令和
７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の15ページから23ページで計算できます。

　　第一表の 所得から差し引かれる金額 の箇所を書きます。

○　所得の内訳（所得税
及び復興特別所得税の
源泉徴収税額）
　　申告する所得につい
て、源泉徴収税額がある
場合に書いてください。
　　上場株式等の配当等
については、その支払
金額に対して所得税及
び復興特別所得税15.315
％、住民税５％の合計
20.315％が源泉徴収さ
れています。「源泉徴収
税額」欄には、所得税
及び復興特別所得税
（15.315％）の税額を書
いてください。
　　なお、申告分離課税を
選択した配当所得につ
いては、その「配当」の
文字を「○」で囲んでく
　ださい（40ページ参照）。
　　この事例の場合、特
定口座を通じて受け取
った利子及び配当につ
いては源泉徴収されて
いませんので、記入の必
要はありません。

　　　　　　　　　　　　　 第○期　配当金明細書

ご所有株式 1株当たり配当金  配当金額   所得税率 所得税額    税引後配当金額
1,000株 40.00円　    40,000円    15.315％ 6,126円 31,874円   

   住民税率 住民税額   
   ５％ 2,000円
　○○○－○○○○　C市○○町１－３－２
株主　　　　   高松　三郎　　　　 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 7 年 4 月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I建設株式会社

　手取り金額とは異なります
ので、ご注意ください。

❷

❹

第一表49欄へ
（25ページ）

○　住民税・事業税に関す
る事項
　　申告する上場株式等の
配当等の住民税（５
％）の税額は左欄の「配
当割額控除額」欄に記入
してください。
　「株式等譲渡所得割額控
除額」欄については、こ
の事例では源泉徴収口座
での譲渡益がありません
ので記入の必要はありま
せん。

第○期配当金についての明細を上
記のとおりご通知申し上げます。
本票は租税特別措置法の規定に基
づき作成する「支払通知書」
を兼ねております。

　この事例では、第一表の⑬欄から㉕欄
までの金額の全てが、年末調整を受けた
金額と同じですので、第二表の各所得控
除の該当欄は、源泉徴収票から転記する
必要はありません。

8 6

　確定申告書を提出して上場株式等に係る配当
所得等の金額について申告する場合、次の書類の
添付は原則として不要です（４を除き、分配時調
整外国税相当額控除の適用を受ける場合には添
付が必要となる場合があります。）。
 １　上場株式配当等の支払通知書
 ２　オープン型証券投資信託の収益の分配の支
　払通知書
 ３　配当等とみなす金額に関する支払通知書
 ４　特定口座年間取引報告書
※　税務署等で確定申告書等を作成する場合に
は、これらの書類が必要ですので、忘れずにお
持ちください。

❸

　空白部分、住所、氏名
などを書いてください。

　確定申告書には、マイナンバー（個人番号）を記入する
必要があります。

高松　 三郎

高松　 三郎
タカマツ サブロウ

D市△○町　－　－

C市○○町　－　－

○○

タカマツ　サフ゛ロウ

高松三郎 D市△○町　－　－

I
○△市○○町3-5-7

2 2 2 3



2 4 2 5

事
例
３（
記
載
例
）

事
例
３（
記
載
例
）

本年分の から

氏 名

住 所
屋 号

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

先 物 取 引

山 林

退 職

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

退 職

㋛
㋜
㋝
㋞
㋟
㋠
㋡
㋢
㋣
㋤
㋥
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
⑫
㉚
78
79
80
81
82
83
84
85

総合課税の合計額

所得から差し引かれる金額

⑫

6768

697071

7273

74

75

76

77

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

86 93から までの合計

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

特 例 適 用 条 文
条法 項

項

項

項

号

号

号

号

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

特別控除額の合計額

○ 退職所得に関する事項

退 職 所 得 控 除 額

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額

円 円 円

円

差し引く繰越損失額
本年分の から

収入金額
－必要経費

山 林

7372、 から

収 入 金 額

円

先 物 取 引

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

整 理
番 号

○ 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の
源泉徴収税額の合計額

（単位は円）

差引金額の合計額

区 分

一 般

短 期

特 定
役 員

令和 年分の の 申告書（分離課税用）所 得 税 及 び
復興特別所得税

条
の
条
の
条
の

フリ ガナ

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

一般株式等の譲渡

上場株式等の譲渡

上場株式等の配当等

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

（申告書第一表の⑫）

（申告書第一表の㉚）

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額

　　　　　 　

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

税

額

（申告書第一表の32に転記）

本年分の株
式
等
配
当
等

先
物
取
引

( )

74

75

一 連
番 号

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

申告等年月日

取得
期限

特例
期間

申告
区分

措 法

措 法

措 法

所 法

所 法

所 法

の

の

の

震 法

震 法

震 法

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
三
表
は
、
申
告
書
の
第
一
表
・
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄資
産

入
力

通
算

収

入

金

額

所

得

金

額

税

金

の

計

算

税

金

の

計

算

そ

の

他

第
三
表

○
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

●
●

●

●
●

●

●

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

本年分の から

氏 名

住 所
屋 号

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

先 物 取 引

山 林

退 職

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

退 職

㋛
㋜
㋝
㋞
㋟
㋠
㋡
㋢
㋣
㋤
㋥
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
⑫
㉚
78
79
80
81
82
83
84
85

総合課税の合計額

所得から差し引かれる金額

⑫

6768

697071

7273

74

75

76

77

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

86 93から までの合計

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

特 例 適 用 条 文
条法 項

項

項

項

号

号

号

号

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

特別控除額の合計額

○ 退職所得に関する事項

退 職 所 得 控 除 額

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額

円 円 円

円

差し引く繰越損失額
本年分の から

収入金額
－必要経費

山 林

7372、 から

収 入 金 額

円

先 物 取 引

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

整 理
番 号

○ 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の
源泉徴収税額の合計額

（単位は円）

差引金額の合計額

区 分

一 般

短 期

特 定
役 員

令和 年分の の 申告書（分離課税用）所 得 税 及 び
復興特別所得税

条
の
条
の
条
の

フリ ガナ

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

一般株式等の譲渡

上場株式等の譲渡

上場株式等の配当等

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

（申告書第一表の⑫）

（申告書第一表の㉚）

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額

　　　　　 　

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

税

額

（申告書第一表の32に転記）

本年分の株
式
等
配
当
等

先
物
取
引

( )

74

75

一 連
番 号

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

申告等年月日

取得
期限

特例
期間

申告
区分

措 法

措 法

措 法

所 法

所 法

所 法

の

の

の

震 法

震 法

震 法

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
三
表
は
、
申
告
書
の
第
一
表
・
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄資
産

入
力

通
算

収

入

金

額

所

得

金

額

税

金

の

計

算

税

金

の

計

算

そ

の

他

第
三
表

○
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本年分の から

氏 名

住 所
屋 号

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

先 物 取 引

山 林

退 職

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

退 職

㋛
㋜
㋝
㋞
㋟
㋠
㋡
㋢
㋣
㋤
㋥
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
⑫
㉚
78
79
80
81
82
83
84
85

総合課税の合計額

所得から差し引かれる金額

⑫

6768

697071

7273

74

75

76

77

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

86 93から までの合計

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

特 例 適 用 条 文
条法 項

項

項

項

号

号

号

号

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

特別控除額の合計額

○ 退職所得に関する事項

退 職 所 得 控 除 額

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額

円 円 円

円

差し引く繰越損失額
本年分の から

収入金額
－必要経費

山 林

7372、 から

収 入 金 額

円

先 物 取 引

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

整 理
番 号

○ 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の
源泉徴収税額の合計額

（単位は円）

差引金額の合計額

区 分

一 般

短 期

特 定
役 員

令和 年分の の 申告書（分離課税用）所 得 税 及 び
復興特別所得税

条
の
条
の
条
の

フリ ガナ

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

一般株式等の譲渡

上場株式等の譲渡

上場株式等の配当等

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

（申告書第一表の⑫）

（申告書第一表の㉚）

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額

　　　　　 　

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

税

額

（申告書第一表の32に転記）

本年分の株
式
等
配
当
等

先
物
取
引

( )

74

75

一 連
番 号

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

申告等年月日

取得
期限

特例
期間

申告
区分

措 法

措 法

措 法

所 法

所 法

所 法

の

の

の

震 法

震 法

震 法

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
三
表
は
、
申
告
書
の
第
一
表
・
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄資
産

入
力

通
算

収

入

金

額

所

得

金

額

税

金

の

計

算

税

金

の

計

算

そ

の

他

第
三
表

○
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（分離課税配当所得等金額から差し引く部分）

（確定申告書付表）

前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した
後の本年分の分離課税配当所得等金額（※）
（⑥－⑩）

譲渡損失の
生じた年分

2　面

2　 翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算

前年から繰り越された
上場株式等に係る譲渡
損失の金額

年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した後の本年分の3　 前
分離課税配当所得等金額の計算

本年分で差し引く上場株式等に係る
譲渡損失の金額（※１）

本年分で差し引くことのでき
なかった上場株式等に係る譲
渡損失の金額

本年の３年前分の譲渡損失
の金額を翌年以後に繰り越
すことはできません。

円 円

円

円

⑦

⑧

⑩

⑨

⑪

⑫

（前年分の付表の⑦欄の金額）Ａ

（前年分の付表の⑧欄の金額）Ｂ

（前年分の付表の⑤欄の金額）Ｃ

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く部分）Ｆ
Ｂ Ｆ Ｇ

Ｃ Ｈ Ｉ

Ｇ

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く部分）Ｈ

（分離課税配当所得等金額から差し引く部分）Ｉ

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く部分 ）Ｄ

（分離課税配当所得等金額から差し引く部分）Ｅ

本年の
2年前分

本年の
前年分

＿年分（ ）

＿年分（ ）

令和

令和

令和

＿年分（ ）

本年分で分離課税配当所得等金額か
ら差し引く上場株式等に係る譲渡損
失の金額の合計額

翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額
（⑤＋⑦＋⑧）

本年の
3年前分

○　「⑥本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額」がない場合には、この欄の記載は要しません。

※　⑫欄の金額を申告書に転記するに当たって申告書第三表の㉚欄の金額が同⑫欄の金額から控除
　しきれない場合には、税務署にお尋ねください。

○　特例の内容又は記載方法についての詳細は、税務署にお尋ねください。

申告書第三表82へ 円

（　－　－　）

（　－　－　）

（　＋　＋　）

本年分で上場株式等に係る譲渡所得等
の金額から差し引く上場株式等に係る
譲渡損失の金額の合計額（　＋　＋　）

申告書第三表97へ

計算明細書の「上場株式等」の⑫へ

申告書第三表96へ（※2）

D F H

E Ｇ Ｉ

1
面
の
⑤
欄
及
び
2
面
の
⑦
欄
、⑧
欄
の
金
額
は
、翌
年
の
確
定
申
告
の
際
に
使
用
し
ま
す（
翌
年
に
株
式
等
の
売
却
が
な
い
場
合
で
も
、上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
を

そ
の
年
の
翌
年
以
後
に
繰
り
越
す
た
め
の
申
告
が
必
要
で
す
。）。

（注）

面2 （計算明細書）

２　申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計

【参考】　特定口座以外で譲渡した株式等の明細

口 座 の
区 　 分

取　 　　引　　 　先
（金融商品取引業者等）

譲渡の対価の額
（収 入 金 額）

取得費及び
譲渡に要した
費用の額等

差　引　金　額
（譲渡所得等の金額）

源泉徴収税額

一般株式等
・

上場株式等

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

円 円 円 円

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

合　　計（上場株式等（特定口座））

合　   　計

１面 ①へ １面 ④へ 申告書第二表「所
得の内訳」欄へ

区 分
譲　渡
年月日
（償還日）

譲渡した
株　式　等
の　銘　柄

数　量
譲渡先（金融商品
取 引 業 者 等）の
名 称 ･ 所 在 地 等

譲渡による
収 入 金 額

取 得 費
（取得価額）

譲 渡 の た
め の 委 託
手 数 料

取 　 得
年 月 日

株（口、円） 円 円 円
   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・
   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一 般 株 式 等

上 場 株 式 等 （ 一 般 口 座 ）

１面 ①へ １面 ④へ １面 ⑤へ

１面 ①へ １面 ④へ １面 ⑤へ

（ ）

※１　「本年分で差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額」は、「前年から繰り越された上場
株式等に係る譲渡損失の金額」のうち最も古い年に生じた金額から順次控除します。

　　　また、「本年分で差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額」は、同一の年に生じた「前
年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」内においては、「株式等に係る譲
渡所得等の金額の計算明細書」の　　 の「上場株式等」の⑪欄の金額（赤字の場合には、
０とみなします。）及び「⑥本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額」の合計額を
限度として、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損
失の金額があるときは、分離課税配当所得等金額から控除します。

※２　本年の３年前分に生じた上場株式等に係る譲渡損失のうち、本年分で差し引くことので
きなかった上場株式等に係る譲渡損失の金額を、翌年以後に繰り越して控除することはで
きません。

１面 

（分離課税配当所得等金額から差し引く部分）

（確定申告書付表）

前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した
後の本年分の分離課税配当所得等金額（※）
（⑥－⑩）

譲渡損失の
生じた年分

2　面

2　 翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算

前年から繰り越された
上場株式等に係る譲渡
損失の金額

年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した後の本年分の3　 前
分離課税配当所得等金額の計算

本年分で差し引く上場株式等に係る
譲渡損失の金額（※１）

本年分で差し引くことのでき
なかった上場株式等に係る譲
渡損失の金額

本年の３年前分の譲渡損失
の金額を翌年以後に繰り越
すことはできません。

円 円

円

円

⑦

⑧

⑩

⑨

⑪

⑫

（前年分の付表の⑦欄の金額）Ａ

（前年分の付表の⑧欄の金額）Ｂ

（前年分の付表の⑤欄の金額）Ｃ

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く部分）Ｆ
Ｂ Ｆ Ｇ

Ｃ Ｈ Ｉ

Ｇ

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く部分）Ｈ

（分離課税配当所得等金額から差し引く部分）Ｉ

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く部分 ）Ｄ

（分離課税配当所得等金額から差し引く部分）Ｅ

本年の
2年前分

本年の
前年分

＿年分（ ）

＿年分（ ）

令和

令和

令和

＿年分（ ）

本年分で分離課税配当所得等金額か
ら差し引く上場株式等に係る譲渡損
失の金額の合計額

翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額
（⑤＋⑦＋⑧）

本年の
3年前分

○　「⑥本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額」がない場合には、この欄の記載は要しません。

※　⑫欄の金額を申告書に転記するに当たって申告書第三表の㉙欄の金額が同⑫欄の金額から控除
　しきれない場合には、税務署にお尋ねください。

○　特例の内容又は記載方法についての詳細は、税務署にお尋ねください。

申告書第三表81へ 円

（　－　－　）

（　－　－　）

（　＋　＋　）

本年分で上場株式等に係る譲渡所得等
の金額から差し引く上場株式等に係る
譲渡損失の金額の合計額（　＋　＋　）

申告書第三表96へ

計算明細書の「上場株式等」の⑫へ

申告書第三表95へ（※2）

D F H

E Ｇ Ｉ

1
面
の
⑤
欄
及
び
2
面
の
⑦
欄
、⑧
欄
の
金
額
は
、翌
年
の
確
定
申
告
の
際
に
使
用
し
ま
す（
翌
年
に
株
式
等
の
売
却
が
な
い
場
合
で
も
、上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
を

そ
の
年
の
翌
年
以
後
に
繰
り
越
す
た
め
の
申
告
が
必
要
で
す
。）。

（注）

（ ）

※１　「本年分で差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額」は、「前年から繰り越された上場
株式等に係る譲渡損失の金額」のうち最も古い年に生じた金額から順次控除します。

　　　また、「本年分で差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額」は、同一の年に生じた「前
年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」内においては、「株式等に係る譲
渡所得等の金額の計算明細書」の　　 の「上場株式等」の⑪欄の金額（赤字の場合には、
０とみなします。）及び「⑥本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額」の合計額を
限度として、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損
失の金額があるときは、分離課税配当所得等金額から控除します。

※２　本年の３年前分に生じた上場株式等に係る譲渡損失のうち、本年分で差し引くことので
きなかった上場株式等に係る譲渡損失の金額を、翌年以後に繰り越して控除することはで
きません。

１面 

面2 （計算明細書）

２　申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計

【参考】　特定口座以外で譲渡した株式等の明細

口 座 の
区 　 分

取　 　　引　　 　先
（金融商品取引業者等）

譲渡の対価の額
（収 入 金 額）

取得費及び
譲渡に要した
費用の額等

差　引　金　額
（譲渡所得等の金額）

源泉徴収税額

一般株式等
・

上場株式等

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

円 円 円 円

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

源泉口座
・

簡易口座

証券会社
銀　　行
（　  　）

本　店
支　店
出張所
（　 　）

合　　計（上場株式等（特定口座））

合　   　計

１面 ①へ １面 ④へ 申告書第二表「所
得の内訳」欄へ

区 分
譲　渡
年月日

（償還日）

譲渡した
株　式　等
の　銘　柄

数　量
譲渡先（金融商品
取 引 業 者 等）の
名 称 ･ 所 在 地 等

譲渡による
収 入 金 額

取 得 費
（取得価額）

譲 渡 の た
め の 委 託
手 数 料

取 　 得
年 月 日

株（口、円） 円 円 円
   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一般株式等
・

上場株式等

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・
   ・   ・    

（   ・   ・    ）

一 般 株 式 等

上 場 株 式 等 （ 一 般 口 座 ）

１面 ①へ １面 ④へ １面 ⑤へ

１面 ①へ １面 ④へ １面 ⑤へ

D

高松　三郎
タカマツ　　　 サブロウ

6 2 6 7 0 0

6 2 6 7 0 0

6 3 9 8 6 0
1 3 1 6 0

6 4 5 9 2 6

6 0 6 6

6 0 6 6

6 2 6 7 0 0

一連番号

上場株式等に係る
譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用令和　 年分の　　　　の確定申告書付表

面

住　所
又　は
居　所
事業所等

フリガナ

氏　名 ○　

こ
の
付
表
は

申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

○　本年分において、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」がある方は、この付表を作成する前に、
　まず「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の作成をしてください。

１　本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額及び分離課税配当所得等金額の計算
（赤字の金額は、△を付けないで書きます。 　　の2も同じです。）

○　「①上場株式等に係る譲渡所得等の金額」が黒字の場合又は「②上場株式等に係る譲渡損失の金額」
　がない場合には、⑴の記載は要しません。また、「④本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額」
　がない場合には、⑵の記載は要しません。

　本年分の損益通算前の上場株式等に係る譲渡損失の金額

　本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額

　本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額又は分離課税配当所得等金額

上場株式等に係る譲渡所得等の金額
（「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の　　 の「上場株式等」
の⑪欄の金額）

上場株式等に係る譲渡損失の金額（※）
（「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の　　 の「上場株式等」
の⑨欄の金額）

本年分の損益通算前の上場株式等に係る譲渡損失の金額
（①欄の金額と②欄の金額のうち、いずれか少ない方の金額）

本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額（③－④）

本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額（④－③）

①

種目・所得の生ずる場所

合　　　　計

利子等・配当等の収入金額（税込） 配当所得に係る負債の利子

②

③

④

⑤

⑥

円

円

円

円

申告書第三表㋢へ
○a ○b

本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額
（　－　）（赤字の場合には 0 と書いてください。）

（③欄の金額≦④欄の金額の場合には０と書いてください。）
（⑵の記載がない場合には、③欄の金額を移記してください。）

（③欄の金額≧④欄の金額の場合には０と書いてください。）
（⑴の記載がない場合には、④欄の金額を移記してください。）

○a ○b

申告書第三表74へ

R7.11
（令和７年分以降用）

△を付けて、申告書第三表73へ

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

住　　所

（前住所）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ

氏　　名

関与税理士名

（電　話） （　　　　　　　　　　　）

電話番号
（連絡先）

面

【令和　　年分】

整理番号

の計算1　所得金額

譲渡による収入金額

一 般 株 式 等

申告書第三表㋠へ

特例適用条文
措法　 条の
措法　 条の

整理欄

（令和７年分以降用）

円 円

上 場 株 式 等

そ の 他 の 収 入

小　　　 計（①＋②）

取 得 費（ 取 得 価 額 ）

譲渡のための委託手数料

小計（④から⑥までの計）

差 引 金 額（③－⑦－⑧）

　 所 得 金 額（⑨－⑩）
（一般株式等について赤字の場合は０と書いてください。）
（上場株式等について赤字の場合は△を付して書いてください。）

本年分で差し引く上場株式等に
係る繰越損失の金額（※３）

繰越控除後の所得金額（※4）
　　　　（⑪－⑫）

職業

収

入
金

額

※　譲渡した年の1月1日以後に転居された方は、前住所も記載してください。

特定管理株式等のみなし
譲 渡 損 失 の 金 額（※1）
（△を付けないで書いてください。）

特 定 投 資 株 式の取 得に
要した金額等の控除（※2）

書いてください。）

申告書第三表㋡ へ

申告書第三表72へ

申告書第三表95へ

申告書第三表81へ 申告書第三表81へ

黒字の場合は申告書第三表73 へ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

R7.11

（⑨欄が赤字の場合は0と

「
上
場
株
式
等
」の
⑪
欄
の
金
額
が
赤
字
の
場
合
で
、譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、「
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
付
表
」も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　この明細書は、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算
する場合に使用するものです。
　なお、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】では、画面の案内に沿って収入金額などの必要項目を入力
することにより、この明細書や確定申告書などを作成することができます。

必
要
経
費
又
は
譲
渡
に
要
し
た
費
用
等

所 得 税 及 び
復興特別所得税

（注）　租税特別措置法第37条の12の２第２項に規定する上場株式等の譲渡以外の上
場株式等の譲渡（相対取引など）がある場合の「上場株式等」の①から⑨まで
の各欄については、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る金額を括弧書（内書）
により記載してください。なお、「上場株式等」の⑪欄の金額が相対取引などに
よる赤字のみの場合は、申告書第三表の73欄に０を記載します。

※１　「特定管理株式等のみなし譲渡損失の金額」とは、租税特別措置法第37条の11の２第１項の規定により、同法第37条の
12の２第２項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなされるものをいいます。

※２　⑩欄の金額は、「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書」で計算した金額に基づき、「一般株
式等」、「上場株式等」の順に、⑨欄の金額を限度として控除します。

※３　⑫欄の金額は、「上場株式等」の⑪欄の金額を限度として控除し、「上場株式等」の⑪欄の金額が０又は赤字の場合には記
載しません。なお、⑫欄の金額を「一般株式等」から控除することはできません。

※４　⑬欄の金額は、⑪欄の金額が０又は赤字の場合には記載しません。また、⑬欄の金
額を申告書に転記するに当たって申告書第三表の㉚欄の金額が同⑫欄の金額から控
除しきれない場合には、税務署にお尋ねください。

１面 

１面 

2面 

１面 

　この付表は、租税特別措置法第37条の12の２（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）
の規定の適用を受ける方が、本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を同年分の上場株式等に係る配当
所得等の金額（特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分については、分離課税を選択したもの
に限ります。以下「分離課税配当所得等金額」といいます。）の計算上控除（損益通算）するため、又は
３年前の年分以後の上場株式等に係る譲渡損失の金額を本年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び
分離課税配当所得等金額の計算上控除するため、若しくは翌年以後に繰り越すために使用するものです。

※　②欄の金額は、租税特別措置法第37条の12の２第２項に規定する上場株式等の譲渡以外の上場株式等の譲渡（相対
取引など）がある場合については、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る金額（「株式等に係る譲渡所得等の金額の計
算明細書」の　　　の「上場株式等」の⑨欄の括弧書の金額）のみを記載します。

（注）利子所得に係る負債の利子は控除できません。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

住　　所

（前住所）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ

氏　　名

関与税理士名

（電　話） （　　　　　　　　　　　）

電話番号
（連絡先）

面

【令和　　年分】

整理番号

の計算1　所得金額

譲渡による収入金額

一 般 株 式 等

申告書第三表㋠へ

特例適用条文
措法　 条の
措法　 条の

整理欄

（令和４年分以降用）

円 円

上 場 株 式 等

そ の 他 の 収 入

小　　　 計（①＋②）

取 得 費（ 取 得 価 額 ）

譲渡のための委託手数料

小計（④から⑥までの計）

差 引 金 額（③－⑦－⑧）

　 所 得 金 額（⑨－⑩）
（一般株式等について赤字の場合は０と書いてください。）
（上場株式等について赤字の場合は△を付して書いてください。）

本年分で差し引く上場株式等に
係る繰越損失の金額（※３）

繰越控除後の所得金額（※4）
　　　　（⑪－⑫）

職業

収

入
金

額

※　譲渡した年の1月1日以後に転居された方は、前住所も記載してください。

特定管理株式等のみなし
譲 渡 損 失 の 金 額（※1）
（△を付けないで書いてください。）

特 定 投 資 株 式の取 得に
要した 金 額 の 控 除（※2）

書いてください。）

申告書第三表㋡ へ

申告書第三表71へ

申告書第三表94へ

申告書第三表80へ 申告書第三表80へ

黒字の場合は申告書第三表72 へ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

R4.11

（⑨欄が赤字の場合は0と

「
上
場
株
式
等
」の
⑪
欄
の
金
額
が
赤
字
の
場
合
で
、譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、「
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
付
表
」も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　この明細書は、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算
する場合に使用するものです。
　なお、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】では、画面の案内に沿って収入金額などの必要項目を入力
することにより、この明細書や確定申告書などを作成することができます。

必
要
経
費
又
は
譲
渡
に
要
し
た
費
用
等

（注）　租税特別措置法第37条の12の２第２項に規定する上場株式等の譲渡以外の上
場株式等の譲渡（相対取引など）がある場合の「上場株式等」の①から⑨まで
の各欄については、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る金額を括弧書（内書）
により記載してください。なお、「上場株式等」の⑪欄の金額が相対取引などに
よる赤字のみの場合は、申告書第三表の72欄に０を記載します。

※１　「特定管理株式等のみなし譲渡損失の金額」とは、租税特別措置法第37条の11の２第１項の規定により、同法第37条の
12の２第２項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなされるものをいいます。

※２　⑩欄の金額は、「特定（新規）中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」で計算した金額に基づき、「一
般株式等」、「上場株式等」の順に、⑨欄の金額を限度として控除します。

※３　⑫欄の金額は、「上場株式等」の⑪欄の金額を限度として控除し、「上場株式等」の⑪欄の金額が０又は赤字の場合には記
載しません。なお、⑫欄の金額を「一般株式等」から控除することはできません。

※４　⑬欄の金額は、⑪欄の金額が０又は赤字の場合には記載しません。また、⑬欄の金
額を申告書に転記するに当たって申告書第三表の㉙欄の金額が同⑫欄の金額から控
除しきれない場合には、税務署にお尋ねください。

一連番号

上場株式等に係る
譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用令和　 年分の　　　　の確定申告書付表

面

受付印

住　所
又　は
居　所
事業所等

フリガナ

氏　名 ○　

こ
の
付
表
は

申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

○　本年分において、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」がある方は、この付表を作成する前に、
　まず「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の作成をしてください。

１　本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額及び分離課税配当所得等金額の計算
（赤字の金額は、△を付けないで書きます。 　　の2も同じです。）

○　「①上場株式等に係る譲渡所得等の金額」が黒字の場合又は「②上場株式等に係る譲渡損失の金額」
　がない場合には、⑴の記載は要しません。また、「④本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額」
　がない場合には、⑵の記載は要しません。

　本年分の損益通算前の上場株式等に係る譲渡損失の金額

　本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額

　本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額又は分離課税配当所得等金額

上場株式等に係る譲渡所得等の金額
（「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の　　 の「上場株式等」
の⑪欄の金額）

上場株式等に係る譲渡損失の金額（※）
（「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の　　 の「上場株式等」
の⑨欄の金額）

本年分の損益通算前の上場株式等に係る譲渡損失の金額
（①欄の金額と②欄の金額のうち、いずれか少ない方の金額）

本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額（③－④）

本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額（④－③）

①

種目・所得の生ずる場所

合　　　　計

利子等・配当等の収入金額（税込） 配当所得に係る負債の利子

②

③

④

⑤

⑥

円

円

円

円

申告書第三表㋢へ
○a ○b

本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額
（　－　）（赤字の場合には 0 と書いてください。）

（③欄の金額≦④欄の金額の場合には０と書いてください。）
（⑵の記載がない場合には、③欄の金額を移記してください。）

（③欄の金額≧④欄の金額の場合には０と書いてください。）
（⑴の記載がない場合には、④欄の金額を移記してください。）

○a ○b

申告書第三表73へ

R4.11
（令和４年分以降用）

△を付けて、申告書第三表72へ

所 得 税 及 び
復興特別所得税

１面 

１面 

2面 

１面 

　この付表は、租税特別措置法第37条の12の２（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）
の規定の適用を受ける方が、本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を同年分の上場株式等に係る配当
所得等の金額（特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分については、分離課税を選択したもの
に限ります。以下「分離課税配当所得等金額」といいます。）の計算上控除（損益通算）するため、又は
３年前の年分以後の上場株式等に係る譲渡損失の金額を本年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び
分離課税配当所得等金額の計算上控除するため、若しくは翌年以後に繰り越すために使用するものです。

※　②欄の金額は、租税特別措置法第37条の12の２第２項に規定する上場株式等の譲渡以外の上場株式等の譲渡（相対
取引など）がある場合については、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る金額（「株式等に係る譲渡所得等の金額の計
算明細書」の　　　の「上場株式等」の⑨欄の括弧書の金額）のみを記載します。

（注）利子所得に係る負債の利子は控除できません。

令和 年分２ 特定口座年間取引報告書

特
定
口
座
開
設
者

住 所
居 所

フ リ ガ ナ 勘 定 の
種 類

１ 保管 ２ 信用
３ 配当等

氏 名
口 座 開 設
年 月 日 ・ ・

生年月日 明・大・昭
平 ・ 令

・ ・
前回提出
時の住所
又は居所

源泉徴収の
選 択 有 無

（譲渡の対価の支払状況）

種 類 銘 柄 株（口）数又は額面金額 譲渡の対価の額 譲渡年月日 譲 渡 区 分
株（口）・千円 千 円 ・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

（譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等） 源 泉 徴 収 税 額
（ 所 得 税 ）

千 円 株式等譲渡所得割額
（ 住 民 税 ）

千 円 外国所得税の額 千 円

譲 渡 区 分 ① 譲渡の対価の額
（ 収 入 金 額 ）

② 取得費及び譲渡に要した
費用の額等

③ 差引金額（譲渡所得等の金額）
（ ① ― ② ）

上 場 分 千 円 千 円 千 円

特 定 信 用 分

合 計

（配当等の交付状況）

種 類 銘 柄 株 口 数又は
額面金額

配 当 等 の 額
（特別分配金の額）

源泉徴収税額
（所得税）

配 当 割 額
（住民税） 外国所得税の額

交付年月日
支払確定又は
支払年月日

株 口）・千円 千 円 千 円 千 円 千 円 ・ ・
（ ・ ・ ）

・ ・
（ ・ ・ ）

・ ・
（ ・ ・ ）

・ ・
（ ・ ・ ）

（配当等の額及び源泉徴収税額等）
種 類 配 当 等 の 額 源 泉 徴 収 税 額

（ 所 得 税 ）
配 当 割 額
（ 住 民 税 ） 特別分配金の額 外国所得税の額

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等

④株式、出資又は基金 千 円 千 円 千 円

⑤特定株式投資信託

⑥投資信託又は特定受益証券発
行信託（⑤、⑦及び⑧以外）

⑦オープン型証券投資信託
千 円

⑧国外株式又は国外投資信託等
千 円

⑨合計（④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

上
記
以
外
の
も
の

⑩公社債

⑪社債的受益権

⑫投資信託又は特定受益証券発
行信託（⑬及び⑭以外）

⑬オープン型証券投資信託
千 円

⑭国外公社債等又は国外投資信
託等

千 円

⑮合計（⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭）

⑯譲渡損失の金額 （摘要）
⑰差引金額（ ⑨ ＋ ⑮ － ⑯ ）

⑱納付税額

⑲還付税額（ ⑨ ＋ ⑮ － ⑱ ）

金融商品取引業者等
所在地

名 称 （電話） 法 人 番 号

整 理 欄 ① ②

令和 年分２ 特定口座年間取引報告書

特
定
口
座
開
設
者

住 所
居 所

フ リ ガ ナ 勘 定 の
種 類

１ 保管 ２ 信用
３ 配当等

氏 名
口 座 開 設
年 月 日 ・ ・

生年月日 明・大・昭
平 ・ 令

・ ・
前回提出
時の住所
又は居所

源泉徴収の
選 択 有 無

（譲渡の対価の支払状況）

種 類 銘 柄 株（口）数又は額面金額 譲渡の対価の額 譲渡年月日 譲 渡 区 分
株（口）・千円 千 円 ・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

（譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等） 源 泉 徴 収 税 額
（ 所 得 税 ）

千 円 株式等譲渡所得割額
（ 住 民 税 ）

千 円 外国所得税の額 千 円

譲 渡 区 分 ① 譲渡の対価の額
（ 収 入 金 額 ）

② 取得費及び譲渡に要した
費用の額等

③ 差引金額（譲渡所得等の金額）
（ ① ― ② ）

上 場 分 千 円 千 円 千 円

特 定 信 用 分

合 計

（配当等の交付状況）

種 類 銘 柄 株 口 数又は
額面金額

配 当 等 の 額
（特別分配金の額）

源泉徴収税額
（所得税）

配 当 割 額
（住民税） 外国所得税の額

交付年月日
支払確定又は
支払年月日

株 口）・千円 千 円 千 円 千 円 千 円 ・ ・
（ ・ ・ ）

・ ・
（ ・ ・ ）

・ ・
（ ・ ・ ）

・ ・
（ ・ ・ ）

（配当等の額及び源泉徴収税額等）
種 類 配 当 等 の 額 源 泉 徴 収 税 額

（ 所 得 税 ）
配 当 割 額
（ 住 民 税 ） 特別分配金の額 外国所得税の額

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等

④株式、出資又は基金 千 円 千 円 千 円

⑤特定株式投資信託

⑥投資信託又は特定受益証券発
行信託（⑤、⑦及び⑧以外）

⑦オープン型証券投資信託
千 円

⑧国外株式又は国外投資信託等
千 円

⑨合計（④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

上
記
以
外
の
も
の

⑩公社債

⑪社債的受益権

⑫投資信託又は特定受益証券発
行信託（⑬及び⑭以外）

⑬オープン型証券投資信託
千 円

⑭国外公社債等又は国外投資信
託等

千 円

⑮合計（⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭）

⑯譲渡損失の金額 （摘要）
⑰差引金額（ ⑨ ＋ ⑮ － ⑯ ）

⑱納付税額

⑲還付税額（ ⑨ ＋ ⑮ － ⑱ ）

金融商品取引業者等
所在地

名 称 （電話） 法 人 番 号

整 理 欄 ① ②

7

0

0009001 0001192

00011920009001

0

添付書類
　この事例の場合に、
「確定申告書」に添付す
る書類については、46ペ
ージの「株式等に係る譲
渡所得等における各種特
例の適用に当たって使用
する申告書等の種類」を
参照してください。

　空白部分には「確定」と書いてく
ださい。
　住所、氏名などを書いてください。
　なお、税務署から申告書が送付さ
れた方で、印字されている住所、氏
名などに誤りがありましたら、お手
数ですが訂正をお願いします。

　　第三表の分離課税の 収入金額 や 所得金額 などの箇所を書きます。

○　作成に当たっては、「特定口座年間取引報告書」及び「所得税及び復興特別所得税の確定申
告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）」から転記します。

　　第三表の 税金の計算 、 その他 の箇所を書きます。

　　第一表の 税金の計算 、 その他 などの箇所を書きます。
○　作成に当たっては、【事例１】　13ページをご覧くださ
い。また、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確
定申告の手引き」の24ページから31ページも併せてご覧く
ださい。

　第一表の  所得金額等「⑫合計」欄に記載した金額（22ペ
ージ参照）と 所得から差し引かれる金額「㉚合計」欄に記
載した金額（22ページ参照）を転記してください。

　この事例では、特定口座開
設前に受け取ったＩ建設の配
当について源泉徴収されていた
所得税及び復興特別所得税額相
当額のうち、6,066円が還付さ
れます。
　なお、源泉徴収されていた
配当割額控除額（住民税）に
ついては41ページの「参考事
項 ２」を参照してください。

「課税される所得金額」の計算

 ⑫ 欄の金額（赤字の場合は０円）　－   ㉚ 欄の金額   ＝　A
として
  Aの金額が黒字の場合
　Aの金額を78欄に1,000円未満の端数を切り捨てて書いてく
ださい（詳しくは【事例１】 の12ページを参照してください。）。
　この事例の場合、⑫欄の金額（7,115,400円）から㉚欄の金
額（1,844,296円）を差し引いた残りの金額（5,271,000円）
〔1,000円未満切捨て〕を78欄に書いてください。
  Aの金額が赤字の場合
　引ききれなかったAの金額については、原則として、67欄から
77欄までの金額から順次差し引いてください。
　次に差し引いた残りの金額を、対応する79欄から85欄にそれ
ぞれの金額ごとに1,000円未満の端数を切り捨てて書いてくださ
い。ただし、その差し引いた残りの金額が1,000円未満の場合（赤
字の場合も含みます。）は記入の必要はありません。
　
　72欄及び73欄の金額がいずれも1,000円未満の場合（赤字の
場合も含みます。）、81欄の記入の必要はありません。

「税額」の計算

  総合課税の所得金額に対する税額
　47ページの「2　総合課税の所得金額に対する税額の計算表」
により計算できます。
　この事例では、次のようになります。
課税される   所得税の税率 控除額  　  総合課税の所得金額
所得金額（78欄）       に対する税額
5,271,000円 × 0.2 － 427,500円 ＝ 626,700円

（86欄に書きます。）

　翌年以後に繰り越される株式等に係
る譲渡損失の金額（上場株式等に係る
繰越損失及び特定投資株式に係る繰越
損失の金額の合計額）を書きます。

　この事例の場合、「特定口座年間取
引報告書」の「①譲渡の対価の額（収
入金額）」欄からそのまま転記してくだ
さい。

※　源泉徴収口座の譲渡
所得等の黒字の金額を
申告せず、その源泉徴
収口座の配当所得等
の金額のみを申告す
る場合で、他に申告
をすべき上場株式等
に係る譲渡所得等の
金額がないときは、
「申告書第三表」㋡欄
及び73欄は記入の必
要はありません。

特例適用条文
　この事例では、「上場
株式等に係る譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の
特例（措法37条の12の
2）」（36ページ参照）の
適用を受けていますか
ら、「特例適用条文」欄
の「措法」を「○」で囲
み、その横のマス目に右
のように書きます。

　この事例の場合、令
和７年分の上場株式等
に係る譲渡所得等の金
額が赤字ですので、「確
定申告書付表」１面 の
⑤欄の金額に△を付け
て（ 0 の 場 合 は 0 と）
「申告書第三表」73欄に
転記してください。ま
た、「確定申告書付表」 
 １面 の⑥欄の金額は、
「申告書第三表」74欄に
転記してください。

転
記
し
ま
す
。

❺ ❻

確定申告書付表（2面上部）

《参考》　純損失の繰越控除又は雑損失の繰越控除の適用を受ける方は、「申告書第三表（分離課税
用）」に代えて「申告書第四表（損失申告用）」を使用します。詳しくは、「令和７年分所
得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き（損失申告用）」をご覧ください。

❼
O証券大手支店
I建設株式会社


